
浜松都市計画区域の変更 
 

 
１．都市計画区域の名称 
   浜松都市計画区域 
 
２．都市計画区域に含まれる土地の区域 

静岡県浜松市のうち次の区域（地先公有水面を含む。） 
中区池町、田町、板屋町、東田町、木戸町、相生町、中島町、名塚町、富吉町、天 

神町、領家一丁目、領家二丁目、領家三丁目、中島一丁目、中島二丁目、中島 
三丁目、中島四丁目、向宿一丁目、向宿二丁目、向宿三丁目、佐藤一丁目、佐 
藤二丁目、佐藤三丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、松城町、高町、 
中山町、三組町、鴨江町、西伊場町、南伊場町、和地山一丁目、和地山二丁目、

和地山三丁目、富塚町、和合町、泉町、高丘町、鴨江一丁目、鴨江二丁目、鴨

江三丁目、鴨江四丁目、文丘町、布橋一丁目、布橋二丁目、布橋三丁目、広沢

一丁目、広沢二丁目、広沢三丁目、鹿谷町、山手町、蜆塚一丁目、蜆塚二丁目、

蜆塚三丁目、蜆塚四丁目、泉一丁目、泉二丁目、泉三丁目、泉四丁目、佐鳴台

一丁目、佐鳴台二丁目、佐鳴台三丁目、佐鳴台四丁目、佐鳴台五丁目、佐鳴台

六丁目、葵東一丁目、葵東二丁目、西丘町、葵東三丁目、高丘東一丁目、高丘

東二丁目、高丘東三丁目、高丘東四丁目、高丘東五丁目、高丘西一丁目、高丘

西二丁目、高丘西三丁目、高丘西四丁目、高丘北一丁目、高丘北二丁目、高丘

北三丁目、高丘北四丁目、葵西一丁目、葵西二丁目、葵西三丁目、葵西四丁目、

葵西五丁目、葵西六丁目、花川町、神明町、肴町、連尺町、紺屋町、利町、伝

馬町、鍛冶町、旭町、千歳町、大工町、栄町、元魚町、旅籠町、平田町、塩町、

成子町、菅原町、海老塚町、砂山町、北寺島町、寺島町、龍禅寺町、浅田町、

森田町、春日町、神田町、瓜内町、法枝町、東伊場一丁目、東伊場二丁目、西

浅田一丁目、西浅田二丁目、上浅田一丁目、上浅田二丁目、南浅田一丁目、南

浅田二丁目、海老塚一丁目、海老塚二丁目、元城町、尾張町、元目町、北田町、

常盤町、早馬町、下池川町、中沢町、山下町、元浜町、八幡町、野口町、船越

町、細島町、茄子町、新津町、助信町、曳馬町、十軒町、早出町、城北一丁目、

城北二丁目、城北三丁目、住吉一丁目、住吉二丁目、住吉三丁目、住吉四丁目、

住吉五丁目、幸一丁目、幸二丁目、幸三丁目、幸四丁目、幸五丁目、萩丘一丁

目、萩丘二丁目、萩丘三丁目、萩丘四丁目、萩丘五丁目、小豆餅一丁目、小豆

餅二丁目、小豆餅三丁目、小豆餅四丁目、高林一丁目、高林二丁目、高林三丁

目、高林四丁目、高林五丁目、上島一丁目、上島二丁目、上島三丁目、上島四

丁目、上島五丁目、上島六丁目、上島七丁目、曳馬一丁目、曳馬二丁目、曳馬

三丁目、曳馬四丁目、曳馬五丁目、曳馬六丁目の各全部 
東区植松町、将監町、神立町、西塚町、上西町、丸塚町、上新屋町、宮竹町、大蒲

町、子安町、和田町、天龍川町、篠ケ瀬町、北島町、薬師町、薬新町、安新町、

安間町、材木町、龍光町、長鶴町、白鳥町、松小池町、中里町、中野町、国吉
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町、上石田町、市野町、小池町、中田町、原島町、天王町、下石田町、笠井町、

笠井上町、笠井新田町、豊町、豊西町、恒武町、貴平町、常光町、流通元町、

中郡町、西ケ崎町、大島町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、有玉西町、

半田町、有玉台一丁目、有玉台二丁目、有玉台三丁目、有玉台四丁目、半田山

一丁目、半田山二丁目、半田山三丁目、半田山四丁目、半田山五丁目、半田山

六丁目の各全部 
西区西山町、神ケ谷町、大久保町、神原町、入野町、西鴨江町、志都呂町、伊左地

町、佐浜町、大人見町、古人見町、和地町、湖東町、大山町、和光町、深萩町、

平松町、呉松町、白洲町、舘山寺町、庄内町、協和町、庄和町、村櫛町、篠原

町、坪井町、馬郡町、大平台一丁目、大平台二丁目、大平台三丁目、大平台四

丁目、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、桜台四丁目、桜台五丁目、桜台

六丁目、舞阪町舞阪、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、雄踏町宇

布見、雄踏町山崎、雄踏一丁目、雄踏二丁目の各全部 
南区渡瀬町、三和町、飯田町、青屋町、鶴見町、新貝町、大塚町、下飯田町、頭陀

寺町、本郷町、西伝寺町、安松町、石原町、金折町、老間町、古川町、立野町、

四本松町、芳川町、恩地町、参野町、都盛町、大柳町、鼡野町、御給町、下江

町、富屋町、西町、東町、長田町、河輪町、三新町、江之島町、西島町、福島

町、松島町、遠州浜一丁目、遠州浜二丁目、遠州浜三丁目、遠州浜四丁目、楊

子町、三島町、瓜内町、白羽町、中田島町、寺脇町、福塚町、法枝町、田尻町、

新橋町、堤町、米津町、小沢渡町、倉松町、卸本町、高塚町、増楽町、若林町、

東若林町の各全部 
北区初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、都田町、滝沢町、鷲

沢町、根洗町、新都田一丁目、新都田二丁目、新都田三丁目、新都田四丁目、

新都田五丁目、細江町小野、細江町気賀、細江町中川、細江町広岡、細江町三

和、引佐町井伊谷、引佐町金指、引佐町黒渕、引佐町白岩、引佐町栃窪、引佐

町花平、引佐町横尾、三ヶ日町宇志、三ヶ日町大崎、三ヶ日町大谷、三ヶ日町

岡本、三ヶ日町上尾奈、三ヶ日町駒場、三ヶ日町佐久米、三ヶ日町下尾奈、三

ヶ日町只木、三ヶ日町都筑、三ヶ日町津々崎、三ヶ日町釣、三ヶ日町鵺代、三

ヶ日町日比沢、三ヶ日町平山、三ヶ日町福長、三ヶ日町本坂、三ヶ日町摩訶耶、

三ヶ日町三ヶ日の各全部 
浜北区寺島、中条、横須賀、高畑、西美薗、東美薗、油一色、本沢合、道本、沼、

貴布祢、小林、善地、高薗、竜南、新野、新堀、八幡、永島、上善地、小松、

内野、平口、上島、中瀬、豊保、於呂、根堅、尾野、宮口、新原、大平、堀谷、

灰木、三大地、四大地、内野台一丁目、内野台二丁目、内野台三丁目、内野台

四丁目、染地台一丁目、染地台二丁目、染地台三丁目、染地台四丁目、染地台

五丁目、染地台六丁目の各全部 
天竜区二俣町二俣、二俣町大園、二俣町鹿島、二俣町南鹿島、次郎八新田、大谷の

各全部 
二俣町阿蔵字一丁田坪、字惣十ヶ谷、字白山前、字札木、字中ノ坪、字免田、

字池田、字女々ヶ谷、字坂下、字注力、字久保田、字山下、字天王前、字
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郷中、字天神、字クロナギ、字小十ヶ谷、字東ノ谷、字西山、字大栗の各

全部 
山東字上市場、字八幡、字中村、字曲リ、字蛭田、字山王、字大坂の各全部 
船明字扇田、字栗原、字谷ヶ田、字辻ノ前、字堀合、字榎ノ本、字前畑、字中

障子、字川久保、字前後下、字榑山、字前後山、字大谷路、字別所、字上

障子、字中ノ坪、字社宮路、字門前、字石垣下、字谷ノ奥、字高岡、字東

ノ谷、字駒林の各全部 
 

位置及びおおむねの区域 
「別添位置図・区域図表示のとおり」 
 

３．変更の理由 

  境界未定となっていた浜名湖における浜松市、湖西市及び新居町(現 湖西市)の境界が、

平成 22 年 3 月 16 日の総務大臣告示により決定した。 

  このため、浜松市に加わった湖面部分（約４，６８７ha）を浜松都市計画区域に編入

する。 
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